
第四次長崎県子ども読書活動推進計画

(素案)

長崎県教育委員会



次目

第 1章 第四次計画策定の趣旨

I 第四次計画策定の経緯

Ⅱ 第 四 次 計 画 の期 間

Ⅲ 第 四次 計 画 の 体 系

章 第二次計画期間における取組の状況

第二次計画期間における取組の課題

第二次計画期間における取組の状況

第 3章 子どもの読書活動推進のための方策

２
　
Ｉ
　
Ⅱ

第

１

２

２

３

５

　

６

　

７

７

　

　

　

　

１

　

２

　

４

２

　

　

　

　

３

　

３

　

３

I 基本的方向性

Ⅱ 推 進 の 方 策

17

18

19

19

19

19

1 家庭における子どもの読書活動の推進

(1)推進 の方 向性

(2)県の具体的取組

2 地域における子どもの読書活動の推進

(1)推進の方向性

(2)県及び県立図書館の具体的取組

3 学校等における子どもの読書活動の推進

(1)推進の方向性

(2)幼稚園・保育所等の具体的取組

(3)小学校 。中学校 。高等学校等の具体的取組

(4)県の具体的取組

4 民間団体の活動に対する支援

(1)推進 の方 向性

(2)県の具体的取組

第4章 主要4取組

20

20

21

23

23

23

23

24

26

26

26

資   料

１

　

２

子どもの読書への関心を高める取組例

長崎県公共図書館及び長崎県内大学図書館一覧



第 1章 第四次計画策定の趣旨
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第 1章 第四次計画策定の趣旨

I 第四次計画策定の経緯

平成 13年、国は「子どもの読書活動の推進に関する法律」を定め、平成 14年

度から5年ごとに「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」を策定し、平

成 30年 4月 、第四次計画を発表しました。長崎県においても国の計画を受ける形

で、5年ごとに「長崎県子ども読書活動推進計画」を定めて、長崎県の子ども読書

活動の推進に取り組んできました。

そのうち、平成 26年度から30年度までの、本県の「第二次長崎県子ども読書

活動推進計画」に基づく取組では、家庭、地域、学校、民間団体におけるそれぞれ

の取組が充実し、子どもの読書活動は活性化するという成果がありました。

具体的には、県の読書量調査 (平成 29年度)において、児童生徒の 1か月の平

均読書冊数は、小学生 14.5冊、中学生 5。 3冊、高校生3.3冊であり、1か

月に 1冊も本を読まなかつた子どもの割合 (不読者率)は、小学生0.3%、 中学

生0.5%、 高校生 11.9%と 、県の日標値を達成しており、全国平均と比較し

ても良好な結果でした。

しかし、家庭や地域によつて読書推進の意識や環境等に格差があること、不読者

率が学校段階が進むにつれて上がっていることなど、長崎県としてこれから取り

組むべき課題が浮き彫 りになつてきました。

特に、スマー トフオンなどの普及により、中。高校生や大人の読書離れが進むこ

とが予想される中、幼児期からの発達段階に応じた取組によつて、しつかりとした

読書習慣を身に付けさせることが重要な課題です。

県では、第二次計画における成果と課題を踏まえ、夢と憧れと志を持ち、心豊か

でたくましい子どもたちの育成のため、家庭、地域、学校において読書活動を推進

するそれぞれの立場の人々が相互に連携し、県民総がかりで子どもの読書活動を

推進していく指針として、「第四次長崎県子ども読書活動推進計画」を策定しまし

た。

Ⅱ 第四次計画の期間

この計画は、 2019年 度か ら、 2023年 度までの 5年間とします。
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Ⅲ 第四次計画の体系

言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、夢と志を持っ

て自ら学び、考え、行動し、多様な人々と連携 。協働 しながら、変化の激しい社会を

生き抜く力を身に付けた人材の育成を目指す。

一
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第四次長崎県子ども読書活動推進計画 (2019年度～2023年度の5年間)

県民総がかりで推進する子ども読書活動

課題

発達段階に応 じた取組による子 どもの読書習慣の形成

子ども読書活動を活性化するための読書関係者の資質向上と連携

点重

①

②
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第 2章 第二次計画期間における取組の状況
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第 2章 第二次計画期間における取組の状況

I 第二次計画期間における取組の課題

第二次計画期間 (平成 26年度から30年度)における子どもの読書活動推進のた

めの方策及び主要な取組の成果を検証したところ、家庭・地域。学校 e民間団体におけ

る取組について、以下のような課題が明らかになりました。

1 家庭における子どもの読書活動の推進

乳幼児期における家庭での読み聞かせや公共図書館の利用状況等から、本県では本

に親しむ家庭とそうでない家庭の二極化が生じていると考えられます。子どもの読書

習慣の形成には、乳幼児期からの大人の関わりが大きく影響することから、子どもの読

書活動に関わる様々な人を通じて家庭における子どもの読書を支援し、子どもの読書

活動の重要性を保護者に伝えるとともに、幼稚園等における読書に親しむ環境の充実

を進める必要があります。

2 地域における子どもの読書活動の推進

市町における「子ども読書活動推進計画」の策定が、平成 26年度から29年度ま

でに 5市町増え、 14市町となりました。策定により、地域における読書活動が計画

的に推進されていますが、市町や地域ごとの取組に差が見られる状況もあります。す

べての子どもに本を手にする機会が保障されるよう、地域の公共図書館等の整備・充

実を進めるとともに、地域で活動する読書活動推進者をつないで資質の向上や情報の

共有をできるようにするなど、子どもの読書活動推進のために活動する場や機会を広

げる必要があります。

3 学校等における子どもの読書活動の推進

幼稚園等においては、絵本コエナーの設置や読み聞かせ等、本に親しむ環境の整備

は進んでいますが、一層の充実が求められます。

小学校においては「全校一斉読書活動」に取り組む学校は減少傾向にあります。読

書習慣を形成するために、工夫して取り組むことが必要です。また、学習指導要領で

は、学校図書館の計画的な利用、機能の活用による自主的、自発的な読書活動の充実

が求められています。学校図書館は、読書センターとしての機能に加え、学習 。情報

センターとしての機能を整備・充実させ、新しい学びの場となつていくことが求めら

れています。学校図書館の整備・充実に向けては、国の財政措置についての周知や各

市町における予算化を引き続き働きかけていく必要があります。

4 民間団体の活動に封する支援

子どもの読書活動を支援する民間団体は年々増加しており、子どもの読書活動に対

する機運は高まっています。しかし、それぞれの団体のつながりは十分ではなく、地

域における図書ボランティア同士の情報共有や図書館との連携等の更なる促進が望ま

れます。そこで、合同研修会等により図書ボランティア同士をつなぎ、その資質を向

上させ、図書ボランティア等の民間団体の活動を一層充実させる必要があります。
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Ⅱ 第二次計画期間における取組の状況

ここでは、平成 26年度から30年度にかけての「第二次長崎県子ども読書活動推進計画」期間に

おける取組の状況について示 します。

■ :第二次計画の具体的な取組

★ :第二次計画の主要な取組

◎ :第二次計画の主要な取組の数値目標

1 家庭における子どもの読書活動の推進の取組状況

(1)家庭で行 う読書活動に親 しむような働きかけ

■ 地域子育て支援拠点における保護者への啓発

・「地域子育て支援拠J煮 *1」 イこおいて子どもや保護者への耳哉員による読み聞かせ (読み語り)が行

われました。      (県 内21市町 109拠点における実施率 平成 29年度 100%)

・県が主催する児童館等の職員を対象とした研修会において、家庭における読書活動の大切さにっ

いて説明し、保護者への啓発を促しました。

■ 幼稚園・保育所 。認定こども園・小学校における保護者への啓発

・県が行 う幼稚園・保育所 。認定こどざ園の視察を通じて、子どもが本に親しむような絵本コーナ

ー作 り等の環境整備や家庭への絵本等の貸出の推奨を行いました。

(平成 29年度訪問 27園 )

・県は「長崎県の子どもにすすめる本 500選」を基にしたリーフレット、ブックリストを県内す

べての小学校 1・ 3・ 5年生全員に配布し、子どもと保護者に対して家庭読書の啓発を行いまし

た。

■ PTAと の連携による家庭で行 う読書活動の啓発

・県では、PTA広報紙やPTA研修会等を通じて、「家族 10分闘読書運動」をはじめとする家庭

読書への取組を働きかけ、家庭における読書活動の意義や家庭生活の中に読書を位置付けること

の重要性について、保護者の理解や啓発を図りました。

(2)県民に対する、家庭で行 う読書活動の重要性の啓発

■ 啓発のためのイベントや講演会の開催

。県では、絵本作家等を招いた「親子読書の集い」やフオーラム等を毎年 1回以上開催し、「家族

10分間読書運動」をはじめとする家庭における子どもの読書活動の重要性について、県民の理

解と啓発を図りました。

*1「地域子育て支援拠点」:地域の身近な公共施設や保育所、児童館等に開設された、乳幼児のいる親

子の交流や育児相談、情報提供等の支援を行 う場所をいいます。
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■ 広報紙・ホームページ等の活用

。県では、保護者向け広報紙 「げんき広場」やPTA広報紙等を通じて、子どもの読書活動の推進

に係る取組を周知しました。

・県の「子ども読書活動推進ホームページ」を通じて、子どもの読書活動に関する情報を提供し、

家庭で読書活動に親じむことの意義を県民に周知しました。

★ 「家族 10分間読書」の推進

・各家庭で 10分間程度時間を設け、家族が一緒に本を読んだり読み聞かせをしたりする活動を「家

族 10分間読書運動」と位置づけ、「ココロねつこ運動 *2」 の一環として啓発に取り組みました。

「家庭の日*3」 と連動し、子育て講座や家庭教育研修会等でも、家庭生活の中に読書を取り入れ

ることを伝え、家庭読書の推進を行いました。

◎ 家庭における読み聞かせ (週 1回以上)の実施率 (H30目 標値 :78%以上)

H26 H27 H28 H29

幼 児

(3～ 5歳 )

71.6% 74.3% 73.3% 72.4%

〔家庭における子ども読書活動の実態調査 (県生涯学習課)〕

2 地域 における子 どもの読書活動 の推進 の取組状況

(1)市町における子どもの読書活動の推進の働きかけ

★ 「市町子ども読書活動推進計画」策定の促進

・県は、市町に対し、子どもの読書活動の意義について説明し、地域の実態に応じた推進計画の策

定、読書活動の推進を働きかけました。平成 29年度末までに、県内 14市町において「市町子

ども読書活動推進計画」が策定され、日標を達成 しました。

◎ 市町における「子ども読書活動推進計画」の策定率 (H30目標値 :57.1%以 上 (12市町))

H26 H27 H28 H29

47.6%

(10市町)

52.4%

(11市町)

57.1%

(12市町)

66,7%

(14市町)

〔子供の読書活動推進計画に関する調査研究 (文部科学省)〕

*2「ココロねっこ運動」:子 どもの心の根つこを育てるために大人のあり方を見直し、みんなで子ども

を育てようという県民運動です。

*3「家庭の日」:毎月第 3日 曜日を基準日とし、家族の団らんの機会を増やすことによって、愛情と信

頼に結ばれた温かい家族関係を育てる契機とするための日です。
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(2)県立長崎図書館の機能充実

① 県内公共図書館等との連携

■ 県内公共図書館への資料提供と県立図書館職員の定期的な訪問

。県立図書館は、県内公共図書館への資料提供を促進するとともに、協力車 (図書館資料配送用車

両)に職員が同乗し、各公共図書館に出向いて図書館職員との情報の交換及び共有を図りました。

また、県立図書館は各公共図書館の「図書館だより」等の発送、電話やインターネットを使つた

レファレンス等による支援も行いました。離島地区公共図書館への訪間も平成 27年度から年 2

回に増やし、県立図書館が行 う取組の利用拡大を働きかけました。

(平成 29年度 協力車による巡回数 91回、うち職員の同乗48回 )

■ 「長崎図書クロスねっと」の活用促進

。県立図書館は、様々な広報媒体や教育機関の会議等を通じて、「長崎図書クロスねつと (県内公

共 。大学図書館間の相互貸借ネットワーク)」 について周知し、利用を促したことで、県内図書館

への協力貸出冊数が増加 しました。        (平 成 29年度 検索参加館数39館 )

■ 市町立図書館をとおした学校図書館への資料提供

・県立図書館では、児童生徒の学習支援のための資料について、収集が困難な場合は県立図書館で

収集し、協力貸出を行う等、積極的に東援しました。県内高等学校への協力貸出についても、利

用校は増カロ傾向にあります。

O県 内市町立図書館への協力貸出数

H26 H27 H28 H29

貸出冊数 40,993冊 42,212冊 42,815冊 45,723冊

○ 高等学校への協力貸出冊数

H26 H27 H28 H29

貸出冊数 3,3631辟 3,710冊 2,309汗辟 3,970冊

O協力貸出の利用校数

H26 H27 H28 H29

利用校 15校 14校 16校 19校

② 積極的な資料や情報の収集と提供

■ 研究書などの専門的資料の積極的な収集と提供

・県立図書館では、児童書及び研究書等の収集を積極的に行 うとともに、県内公共図書館の要望を

受けて、協力車同乗職員が情報の収集に努め、資料を紹介するなど利用促進を図りました。

(平成 29年度 県立図書館における児童書の蔵書数 lZ8, 741冊 )
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■ ホームページ (「 こども室へようこそ !」 )の充実

・県立図書館では、情報発信ツールの 1つであるホームページの各コンテンツ (特に「こども室ヘ

ようこそ !」 )の内容の充実に取り組んだことで、アクセス数が増加 し、県立図書館の利用促進に

つながりました。また、県立図書館のイベン ト情報を毎週更新することで、より新しい情報を提

供することができました。

Oホ ームページ内コンテンツ「こども室へようこそ !」 アクセス数

H26 H27 H28 H29

アクセス教 761イ牛 975イ牛 1,322イ牛 1,435件

③ 図書館職員等の研修の充実

■ 図書館職員等を対象とした実務研修の充実

。県立図書館では、県内公共図書館職員等を対象としたアンケー ト調査を実施し、参力日者のニーズ

に対応した研修を行いました。また、県立図書館が行 う初任者対象の研修では、各市町図書館の

要望に応じて、平成 27年度から、県央・県南 (第 1回 日)、 県北 (第 2回 目)と 2つの会場に分

けて開催しました。

■ 実務研修未受講者への研修資料提供などのフォロー

i県立図書館では、実務研修会の研修資料をWebサ イ ト(県内図書館Webサ ービス)で公開し、

研修を受講できなかつた職員等も資料をダウンロー ドできるようにしました。

■ 各種研修会等の情報収集及び提供

・県立図書館では、先進的な取組をしている図書館の視察や各種研修会参加により収集した情報を、

Webサ イ ト等を介して県内公共図書館へ提供しました。

④ 読書活動の様々なニーズヘの対応

■ プンクメールサービスの周知・利用拡大

。障害のため図書館に来館できない利用者に郵送で本や雑誌の貸出を行 う「障害者ふれあいブック

メールサービス」のリーフレント作成及び配布により、利用を促進しました。また、県立特別支

援学校や大学図書館にも配布し、利用拡大を図りました。

O障害者ふれあいブックメールサービスの登録者数及び貸出冊数

H26 H27 H28 H29

登録者数 207人 216人 227人 228人

貸出冊数 815冊 636冊 653冊 865冊

■ 「長崎図書クロスねっと」の周知・利用拡大 〔再掲〕

・様々な広報媒体や教育機関の会議等を通じて、「長崎図書クロスねっと (県内公共・大学図書館間

の相互貸借ネットワーク)」 について周知し、利用を促したことで、県内図書館への協力貸出冊数

が増加しました。
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■ 多種多様な資料収集と提供

。県立図書館では、外国語図書資料及びしかけ絵本、布絵本、点字絵本等の多様な言語及び形態の

図書資料を収集 し、様々な要望に対応できるようにしました。また、外国語図書資料の受け入れ

を積極的に行い、平成 28年度は蔵書冊数が2, 000冊を超えました。

O外 国語表記の児童書蔵書数

H26 H27 H28 H29

蔵書数 1,900冊 1,970用・ 2,056将酢 2,079冊

(3)県民の理解を得るための広報 。啓発

■ 啓発のためのイベントや講演会の開催 〔再掲〕

・県では、絵本作家等を招いた「親子読書の集い」やフォーラム等を毎年 1回以上開催し、「家族

10分間読書運動」をはじめとする家庭における子どもの読書活動の重要性について、県民の理

解と啓発を図りました。

■ 広報紙・ホームページ等の活用 〔再掲〕

。県では、保護者向け広報紙 「げんき広場」やPTA広報紙等を通じて、子どもの読書活動の推進

に係る取組を周知しました。

・県の 「子ども読書活動推進ホームページ」を通じて、子どもの読書活動に関する情報を提供し、

家庭で読書活動に親しむことの意義を県民に周知しました。

★ 「家族 10分問読書」の推進 〔再掲〕

・各家庭で 10分間程度時間を設け、家族が一緒に本を読んだり読み聞かせをしたりする活動を「家

族 10分間読書運動」と位置づけ、「ココロねっこ運動」の一環として啓発に取り組みました。「家

庭の日」と連動し、子育て講座や家庭教育研修会等でも、家庭生活の中に読書を取り入れること

を伝え、家庭読書の推進を行いました。

3 学校等 における子 どもの読書活動の推進 の取組状況

(1)学校における子 どもの読書活動の推進

① 児童生徒の読書習慣の確立

★ 小 。中 。高等学校における「全校一斉読書活動」等の推進

・県では、すべての小 。中。高 。特別支援学校等において、「朝の読書」を中心に、学校や地域の実

態に応じた「全校一斉読書活動」に取り組むように働きかけました。

(平成 29年度 「週 3回以上の実施率」:河 学ヽ校 5割、中学校 8割、高等学校 9割 )

。「朝の読書」を推進している民間団体の協力や研修会等における優れた実践事例等の紹介により、

全校一斉読書への取組を推進しました。
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◎ 児童 。生徒の不読者率 (1か月に本を1冊も読まなかった者の割合)

(H30目 標値 :小学生 1%以下、中学生 1%以下、高校生 12%以下)

H26 H27 H28 H29

小学生
本 県 0。 6% 0.8% 0。 1% 0.3%

全 国 3.8% 4.8% 4.0% 5.6%

中学生
本県 2.2% 2.3% % 0.5%

全 国 15,0% 13.4% 15.4% 15,0%

高校生
本 県 n.6% ■.7% 9% 9%

全国 48.7% 51。 9% 57,1% 50.4%

〔本県

〔全国

読書に関する調査 (県生涯学習課、県高校教育課)〕

学校読書調査 (全国学校図書館協議会、毎日新聞社)〕

■ 小 。中 日高等学校における読書の質の向上の取組

・県では、児童生徒の発達段階に応じた読書活動の質を向上させるため、小学校 1・ 3・ 5年生、

中学校 1年生に「長崎県の子どもにすすめる本 500選」を基にしたリーフレット、ブックリス

トを配布しました。

■ 「こどもの読書週間」や「読書週間」等の取組の推進

・県では、各学校に対し、「全校一斉読書活動」の一層の充実や「家族 10分間読書運動」などに対

する保護者への積極的な働きかけを促しました。また、各学校とも「読書週間」に合わせ、児童

生徒の実態に応じて読書に親しむ活動に取り組みました。

② 教育課程における読書活動や学校図書館活用の位置付け

☆ 教育課程や教育活動における発達段階に応じた読書活動の推進

・県では、市町教育委員会を通じて呼びかけることによつて、各教科、総合的な学習の時間及び特

別活動等において、「言語活動の充実」を目指し、学校図書館を活用した授業を促進しました。

○ 授業において学校図書館を月 4回以上活用した学校の割合

H26 H27 H28

小学校 65.6% 66.8% 72.3%

中学校 32.5% 27.4% 33.2%

〔学校運営調査 (県義務教育課)〕

★ 多様な本に接する機会の充実

・県では、各種研修会で「複数の情報から自分に必要な情報を取 り出し、考えをまとめる」ことの

重要性を伝達 しました。例えば、国語科における「同じ課題について他の筆者が書いた本」や「同

じ書き手の本」を読み広げる授業の提案、読書会やビブリオバ トルなど様々な読書活動の紹介を

通 して、多くの本に接する機会の充実に努めました。
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■ 校内研修等を通じた教職員の理解・実践の促進

・県では、文部科学省の「学校図書館ガイ ドライン」の周知や学校図書館の「読書センター」

センター」「情報センター」としての機能の整備・充実について周知を図りました。

「学習

◎ 学校図書館教育全体計画の策定率 (H30目標値 :小学校 100%、 中学校 80%以上)

H26 H27 H28 H29

小学校 94.2% 97.4% 99.7% 100%

中学校 58.0% 71.5% 77:7% 78.7%

〔学校運営調査 (県義務教育課)〕

③ 学校図書館の図書資料及び施設等の整備・充実

★ 図書資料の整備

。県では、県立高等学校に対し、学校図書館における生徒の読書活動や探究活動等の充実など、様々

なニーズに応える蔵書構成を確立するために、図書資料の整備を促しました。

■ 「長崎県の子どもにすすめる本 500選」の配置

・県では、小 。中学校図書館に、「長崎県の子どもにすすめる本 500選」に掲載された本の配置と

その活用を働きかけました。また、500選を基にしたリーフレット、ブックリス トを県内すべ

ての小学校 1・ 3・ 5年生と中学校 1年生に配布し、児童生徒の読書の質の向上を図りました。

。「長崎県の子どもにすすめる本 500選」で紹介している本の作者を招いての「親子読書の集い」

を実施しました。

★ 市町に対する必要な予算措置の要請

・県では、市町教育委員会に対し、国の財政措置に関する通知文書を発出するとともに、市町を訪

問し、必要な予算措置を要請するなど学校図書資料の充実に努めました。

◎ 「学校図書館図書標準」等による目標蔵書数達成学校の割合

(H30目 標値 :小学校 60%以上、中学校 50%以上、高等学校 91%以上)

H26 H27 H28

小学校 54.2% 59.5% 57.2%

中学校 38,7% 41.5% 45。 9%

高等学校 94.6% 92.9% 96.4%

〔公立小中学校等に関する実態調査 (県教育環境整備課)〕

〔高等学校調査 (県教育環境整備課)〕

④ 司蕃教諭や学校図書館業務に携わる職員 (いわゆる学校司書等)の配置促進

■ 12学級未満の学校への司書教諭有資格者の配置促進

・県では、12学級未満の学校への司書教諭有資格者の配置促進に努め、平成 29年度には配置率

が、小学校 69.3%、 中学校 65,4%、 高等学校 80.0%、 特別支援学校47.4%と な

りました。
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■ 学校図書館業務に携わる職員 (いわゆる学校司書)の配置促進

・県では、小。中学校における学校司書の配置拡大を市町に働きかけ、配置率が年々増加しました。

・県では、県立学校における常駐の学校司書の配置により、学校図書館の貸出冊数や利用者数が増

加し、学校図書館が活性化しました。

○ 公立小中学校における学校司書数及び配置率

H26 H27 H28 H29 H30

学校司書数

(配置校数)

212人

(341校 )

221人

(372校 )

230人

(407校 )

230人

(422校 )

234人

(420校 )

配置率 65,6% 72.5% 80,0% 83.9% 84.7%

〔学校司書等配置状況調査 (県生涯学習課)〕

⑤ 教職員等への研修及び支援体制の充実

■ 司書教諭や図書館担当職員の研修の充実

・県では、学校図書館の円滑な運営のために、新規に発令された司書教諭等を紺象に研修会を行い

ました。また、学校図書館の更なる活性化に向けて、教職員を対象とした学校図書館の運営に関

する研修会を実施しました。

①研修会等の受講者数

H26 H27 H28 H29 H30

司書教諭等研修会 84人 59人 70人 73人 92人

スキルアップセミナー 168人 170人 211人 127人 118人

■ 市町立学校のいわゆる学校司書の資質向上や学校図書館の機能向上の充実の支援

。県では、各種研修会で、学校図書館運営を視点とした研修や優れた取組を行つている学校の手法

等を広く紹介するなど、学校図書館の活発な運営や機能の充実を支援しました。

③ 学校図書館ボランティア活動の奨励

■ 学校図書館ボランティア活動の奨励

・県では、図書ボランティアやPTA等の読書活動の関係者の資質の向上が図られるよう、「地域で

学ぶ読書活動支援事業」を行いました。

・県では、「長崎県子ども読書活動推進校表彰」において、受賞校の活動に貢献した図書ボランティ

アに感謝状を贈呈し、「長崎県子ども読書活動推進ホームページ」でも活動の様子を紹介しまし

た。

⑦ 公共図書館等との連携

■ 図書館間の資料貸借、情報交換の推進

・県立図書館では、学校や子ども、保護者が公共図書館で開催されるイベント等の情報を自由に収

集できるよう、県立図書館ホームページ内コンテンツ「図書館ニュース」に各公共図書館のイベ

ント等の情報を随時掲載し、読書活動への自主的な参加を支援しました。
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■ 公共図書館の活用の啓発

・県立図書館では、各種研修会の中で、協力貸出の案内を行つたり、高等学校及び特別支援学校に

案内文書を送付したりすることにより、利用する学校が増えました。

〔平成 29年度〕近隣公立図書館と連携を図つている特別支援学校 :全体の32%

③ 特別支援学校等における障害のある子どもの読書環境の整備

■ 障害特性に応じた図書資料の充実や読書環境の整備

・特別支援学校で児童生徒の実態に応じ、読書を楽しむための読み聞かせや図書の選定など様々な

工夫が行われました。

(2)幼稚園・保育所・認定こども園における読書活動の推進

① 読書環境の整備

■ 絵本や紙芝居等の整備・充実

。県では、幼稚園・保育所 。認定こども園の視察を通して、絵本や図鑑等を手に取りやすい環境の

整備、年齢に応じた適切な絵本の設置、各月の行事や季節感に配慮し、子どもの興味を高める絵

本の入れ替え等について具体的な助言を行いました。

〔訪問実績〕 H27年 度 :42園  H28年 度 :33園  H29年 度 :27園

■ 図書コーナー等の設置や関係団体との連携等図書環境整備の充実

・県では、幼稚園 。保育所 。認定こども園に対しヽ 子どもにとつて身近で親しみやすい図書コーナ

ーの設置を奨励しました。

② 職員の資質向上

■ 読み聞かせの技術や絵本等の活用等職員の資質向上

・県では、幼稚園等新規採用教員研修において、講義・演習

み聞かせの演習等を実施しました。

〔受講者数〕H26:37人   H27:66人

「お話を楽しみましょう」で絵本の読

H28:94人   H29:84人

(3)保 護者の理解 と協力の促進

① 家庭での読書活動の働きかけ

■ 「こどもの読書週間」や「読書週間」に合わせた、学校等による「親子読書週間」などの取組

〔再掲〕

・県では、各学校に対し、「全校一斉読書活動」の一層の充実や「家族 10分間読書運動」などに対

する保護者への積極的な働きかけを促 しました。また(各学校とも「読書週間」に合わせ、児童

生徒の実態に応じて読書に親しむ活動に取り組みました。
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② PTAと の連携

■ PTAと の連携による家庭で行 う読書活動の啓発 〔再掲〕

。県では、PTA広報紙やPTA研修会等を通じて、「家族 10分間読書運動」をはじめとする家庭

読書への取組を働きかけ、家庭における読書活動の意義や家庭生活の中に読書を位置付けること

の重要性について、保護者の理解や啓発を図りました。

4 民間団体の活動に対す る支援

(1)子 どもの読書活動に取り組む図書ボランティアグループ等の支援

■ 図書ボランティアグループの情報収集及び提供

。県では、県内で活動している図書ボランティアの調査を行い、県ホームページ「ながさきまなび

ネット」に情報を掲載し、ボランティア同士のネットワークづくりや活動の活性化を支援しまし

た。県内で活動するボランティア団体、人数とも年々増加 しています。

◎ 子 どもの読書活動に取 り組む民間ボランティアの数 (H30日 標値 :3, 700人以上)

H26 H27 H28 H29

3 633人 3, 975人 3, 925人 5,062人

〔図書ボランティアに関する調査 (県生涯学習課)〕

■ 優れた活動に対する表彰

`県では、優れた子どもの読書活動に取り組んでいる図書ボランティアグループの情報を収集し、

表彰等の推薦を行いました。

・県では、「長崎県子ども読書活動推進校表彰」において、受賞校の活動に貢献した図書ボランティ

アヘ感謝状を贈呈しました。 (平成 28年度から)

(2)図書ボランティアネットワークづくりの支援

■ 図書ボランティアネットワークを対象とした研修会等の開催

。県では、「地域で学ぶ読書活動真援事業」において、図書ボランティア向けの講演会及び研修会に

対し支援を行い、地域における質の高い研修会の実施を促 しました。

O実施講座数等

H26 H27 H28 H29

講座数 31講座 (20団体) 40講座 (26団体〉 30講座 (21団体) 17講座 (12団体)

受講者数 1 275人 1,470人 927人 701人

・県立図書館では、図書ボランティアグループの活動支援のため、児童書及び児童書に関する資料

の収集を積極的に行いました。
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第 3章 子どもの読書活動推進のための方策
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第 3章 子 どもの読書活動推進のための方策

I 基本的方向性

1 第四次計画における重点課題

国の計画でも課題とされている高校生の読書離れは、乳幼児期からの読書に親

しむ環境の有無が影響しているという指摘があります。つまり、読書活動は、子ど

もの発達段階に応じて、効果的 。継続的に行 うことが必要であり、「発達段階に応

じた取組による子どもの読書習慣の形成」を図ることが 1つ 目の重点課題です。

また、これまでの取組により、家庭、地域、学校(民間団体のそれぞれで充実し

た読書活動が推進され、一定の成果が上がっていますが、家庭における子どもの

読書活動は二極化しており、家庭に最も近い図書ボランティアなどの支援が重要

になつてきます。

そこで、これまで単独で活動してきた図書ボランティア団体が知識や技術、情

報を共有する機会をつくり、学校と公共図書館、図書ボランティア団体の人と人、

活動と活動をつなぐことで、「子ども読書活動を活性化するための読書関係者の資

質向上と連携」を図ることが、 2つ 日の重ッ煮課題です。

連携によつて、読書活動の情報を共有し、互いの資質を向上させることで子ど

もの読書活動がさらに充実すると考えられます。

2 第四次計画作成上の方向性

第二次計画での課題を踏まえ、本計画では、「発達段階に応じた取組による子ど

もの読書習慣の形成」「子ども読書活動を活性化するための読書関係者の資質向上

と連携」を重′煮課題とし、県民総がかりで子どもの読書活動の推進を目指します。

これを具体的に推進するために、第四次計画では、家庭、地域、学校、民間団体

における読書活動について、①県が描く推進の方向性を示し、②それぞれの場で

「どのようなことができるのか」「どのようなことをすべきか」が分かるよう、期

待される具体的な取組例を挙げ、③県や関係機関が連携しながら行う具体的な方

策を記述しています。
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Ⅱ 推進の方策

1 家庭における子 どもの読書活動の推進

(1) 推進の方向性

子どもの読書習慣は、日常生活を通して形成されるものであり、家庭は、読書習慣の形成の場

としても重要な役割を担つています。

家庭において、読書が生活の中に位置付けられ、継続して行われるよう、子どもにとつて最も

身近な存在である保護者の積極的・継続的な取組が必要です。

そのため、読書の意義や家庭における習慣付けの重要性について保護者に理解していただくよ

うに、様々な機会を通じて、保護者、県民への周知に努めます。さらに、家庭における読書活動

のきつかけづくりと習慣の形成を支援するため、家族で取り組む読書活動の推奨、保護者と子ど

もが読書活動の楽しさに触れ、親しむことのできる機会の提供、環境の整備に様々な関係機関と

連携 。協力して取 り組みます。

期待される取組

O 保護者が本や新聞を読み、その姿を子どもに見せる。

○ 保護者が子どもに絵本や物語の読み聞かせをしたり、一緒に読んだりする。

O 子どもが本を読み保護者に聞いてもらう。

○ 家族で同じ本や新聞を読んで、感じたこと、考えたことを話し合 う。

○ 家族で地域の公共図書館に出向いて本を借 りたり、公共図書館めぐりをしたりする。

O 地域で行われる読書活動やイベント等に家族で積極的に参加する。

(2)

①

O

県の具体的取組

発達段階に応じた取組

就学前の幼児教育における家庭読書の働き角
、                   |｀

け

県は幼稚園・保育所・認定子ども園の視察を通し家庭読書を働きかけます。

(「 Ⅲ 学校における子どもの読書活動の推進に記載」)

「家庭読書啓発リーフレット」の配布

学校を通じて、小学 1年生の保護者に配布 し、家庭で読書をすることの重要性を伝え、

読書の習慣付けの促進を図ります。

「家族 10分間読書運動」の推進

各家庭で 10分程度の時間を設け、家族が一緒に本を読んだり、読み聞かせをしたりす

る活動を推進 しますc

広報誌・ホームページ等による家庭読書の啓発

保護者向け県広報誌 「げんき広場」やホームページ等を通じて、読書活動推進のための

イベントや 「家族 10分間読書運動」等を周知し、積極的な取組を働きかけます。

O

○

○

② 関係者の連携の推進

O PTAと の連携による家庭読書の啓発

県はPTA研修会、PTA広報誌等で、家庭での読書習慣形成の重要性を伝え、読書活

動への理解を促します。
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2 地域における子 どもの読書活動の推進

(1) 推進の方向性

*4「地域子ども教室」:こ れまでの放課後子ども教室及び土曜学習のこと

*5「ブックスター ト」運動 :乳幼児のいる家庭に絵本などを配布し、本に接することをとおして

親子のコミュニケーションを図り、豊かな心を育てようとする運動。

「子 どもの読書活動の推進に関する法律」 (第 9条第 2項)では「市町村は『市町村子ども読書

活動推進計画』を策定するよう努めなければならない。」とされています。そこで、各市町におい

て、地域の実情に合わせた子どもの読書活動推進計画が策定され、地域における読書活動が計画

的に進められることが望まれます。

また、子どもの読書活動を推進するためには、公共図書館が、子どもにとつて、読みたい本を選

んで読んだり、本を活用して学習したりすることのできる施設であるだけでなく、学校図書館を支

援することが大切です。

放課後や休 日に子どもが集まる「地域子ども教室」*4、 放課後児童クラブ等の地域の居場所につ

いても、子どもが読書をする場と捉え、積極的に利用することが望まれます。さらに、0歳児から

乳幼児期の親子に絵本を手渡す「ブックスター ト」運動*5な ど、家庭における読書活動を支援する

取組が地域の実情に応じて進められることも期待されます。

期待される取組

○ 各市町や各団体が、地域の実情に応じ、「ブックスター ト」運動などに取り組み、家庭での

読書を支援する。

○ 公共図書館における子どもや保護者への情報発信を充実させる。

O 公共図書館が、子どもに対し読書に親 しむきつかけとなる読み聞かせやお話し会、イベン

ト等を実施する。

O 公共図書館が、障害のある子どもの利用を支援する。

(例)「点宇資料」「大活宇本」「録音資料」「手話や宇幕入 りの映像資料」「手話・筆談等

のコミュニケーション手段の確保」「図書館禾U用 の際の介助」「図書館資料の代読サ

ービス」「障害者用 トイレの設置」「J煮宇による案内板」など。

O 公共図書館による学校図書館への支援を充実させる。

O 地域子育て支援拠点、地域子ども教室、放課後児童クラブ等で読み聞かせ等の読書活動を

行 う。

○ 公共図書館職員等の資質向上を支援するための研修を実施する。
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(2) 県及び県立図書館の具体的取組

① 県及び県立図書館の方策

O 市町教育委員会等関係機関への働きかけ

県は市町教育委員会に「市町子ども読書活動推進計画」の策定や「学校図書館図書整備

等 5か年計画」に基づく適正な図書の整備、新聞の配備、学校司書の配置が実施されるよ

う市町教育委員会に働きかけます。また、 0歳児から乳幼児期の親子に絵本を手渡す「ブ

ックスター ト」運動など、家庭における読書活動を支援する取組を推奨します。

O 地域子ども教室、放課後児童クラブ等における読書活動の推進

県は、放課後や土曜日等の子どもの居場所である、地域子ども教室や放課後児童クラブ

等において、読書活動が実施されることを推進します。

O 児童書及び研究書等、図書資料の積極的な収集

県立図書館では、児童書の全点購入及び研究書収集に積極的に取り組み、県で所蔵する

児童書を充実させます。

O ホームページ内子ども向けコンテンツによる情報発信の充実

子どもが進んで県立図書館についての情報を収集できるよう、ホームページ内に子ども

向けの内容を掲載し、その充実を図ります。

O 蔵書の検索、相談に応じるレファレンスサービスの充実

蔵書の検索や相談等に電話やインターネットを活用して対応します。

O 多様なニーズに合わせた資料の収集

県立図書館では、子どもの様々な要望に対応できるよう、外国語図書資料や点字資料、

さわる絵本など多様な形態の図書資料を収集します。

○  「障害者ふれあいブックメールサービス」による支援

身体的障害等のため来館が困難な子どもに対し、郵送による資料の貸出を行 うことで、

図書館利用を支援します。

O 障害のある子どもの読書活動の支援

対面朗読室や点字による案内、障害者用 トイレ等、図書館利用に際し、障害のある人に

射応する環境
‐
を整えます。

② 関係者の連携の推進

O 県立図書館による市町立図書館等の巡回

県立図書館の協力車が市町立図書館 (離島を除く)や大学図書館を定期的に巡回し、公

共図書館等の資料の相互利用を支援し、業務相談や情報の交換・収集を行います。

なお、離島地域については、県立図書館の職員が直接公共図書館を訪問し、業務相談や

情報の交換 。収集を行います。

○ 県立図書館による一括貸出

県立図書館が県内公共図書館等に対し、一定期間、図書館資料の貸出を行います。
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O 県立図書館による協力貸出

市町立図書館の学校図書館に対する学習支援が円滑に行われるよう、市町立図書館にな

い図書の協力貸出を行います。高等学校及び特別支援学校に射しては、県立図書館から直

接、協力貸出を行います。

O 県内公共 。大学図書館間相互貸借ネットワークサービスの充実

地域の公共図書館にない図書を県内の公共図書館や大学図書館の蔵書から調べ、提供す

ることができるよう、ネットワークを充実します。

O 市町立図書館職員の資質向上に向けた資料の提供

県立図書館は、図書館職員の資質向上を支援するため、Webサイ トに研修資料等を掲載

し、周知 。情報提供を行います。

O 子どもの読書活動を推進する関係者の連携

県は市町教育委員会と連携し、家庭、地域、学校等で子どもの読書活動を行 う様々な人

たちが一堂に会して交流する場を設けるなど、地域における子ども読書活動の連携を促進

します。

O 放課後や土曜日における子どもの居場所での読書活動の推進

県は、放課後や土躍日等に子どもが集まる地域子ど ぅヽ教室、放課後児童クラブ等の関係

者を対象とした研修会等、機会を捉えて、絵本や物語の読み聞かせ等の読書活動の実施を

働きかけるとともに、地域で活動する図書ボランティア等の取組等の情報を提供します。
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3 学校等における子 どもの読書活動の推進

(1) 推進の方向性

子どもが生涯にわたつて読書に親しみ、読書を楽しむ習慣を形成していく上で、学校等は

かけがえのない大きな役割を担つています。

幼稚園 。保育所 。認定こども園 (以下、「幼稚園・保育所等」と表記)は、乳幼児期の子ど

もが読書の楽しさを知ることができるよう、幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型

認定こども園教育・保育要領 (以下、「幼稚園教育要領等」と表記)に基づき、絵本や物語に

親しむ活動を積極的に行 うことが必要です。また、保護者に対し、読み聞かせ等の大切さや

意義を広く普及することが求められます。

学校教育法第 21条においては、義務教育として行われる普通教育の目標の一つとして

「読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養 うこと」

が規定されています。併せて、新学習指導要領においても、言語活動を充実するとともに、

学校図書館を計画的に利用し、その機能の活用を図り、児童生徒の自主的 。自発的な読書活

動を充実することとされています。

これらを踏まえ、幼稚園 。保育所等、小学校 。中学校・義務教育学校・高等学校 。特別支

援学校 (以下、「小学校 。中学校・高等学校等」と表記)の各段階において、子どもが生涯に

わたる読書習慣を身に付け、読書の幅を広げるため、適切な支援や指導を行 うことが必要で

す。

また、学校図書館は、様々な学習・指導場面での利活用を通じて児童生徒の学習活動を効

果的に進めるための中核的な施設として、整備充実を図ることが重要です。さらに、学校図

書館の運営にあたつては、校長のリーダーシップの下、司書教諭をはじめとするすべての教

職員、学校司書等が互いに連携しなければなりません。

(2)

O

O

O

O

幼稚園・保育所等の具体的取組

幼稚園教育要領等に基づき、読み聞かせなどの絵本や物語に規 しむ活動を充実させる。

絵本のコーナーを整備 。充実させる。

未就園児を対象とした子育て支援活動の一環として読み聞かせ等を行 う。

保護者に対して、家庭で読書に親しむことの意義や大切さを伝える。

小学校・中学校・高等学校等の具体的取組

学習指導要領を踏まえた読書活動の推進

発達段階に応じた読書指導を計画的に実施する。

学校図書館を活用した学習活動の計画的な実施

児童生徒の主体的 。対話的で深い学びの実現に向け授業改善を行い、全教職員が各教科

等において学校図書館を利活用できるよう、学校図書館教育全体計画、学校図書館年間指

導計画を作成する。

障害特性に応じた図書整備を行い、障害のある子どもの豊かな読書活動の促進を図る。

(3)

①

O
O

○
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② 読書習慣の形成に向けた読書機会の確保

O 朝の読書、読み聞かせ等、全校で取り組む読書活動を継続的に実施する。

O 「こどもの読書週間」「読書週間」に合わせた、読書活動に対する関心と理解を深める取組

を実施する。

○ 子ども同士の取組を導入する。

(活動例)「読書会」「ペア読書」「お話 (ス トーリーテリング)」
「ブックトーク」

「読書へのア■マシオン」「知的書評合戦 (ビブリオバ トル)」 など

(「資料 1 子どもの読書への関心を高める取組例」に記載)

○ 係 。当番活動、委員会活動等を活用して、子どもの主体的な取組を推進する。

③ 学校図書館の整備 。充実

O 学校図書館資料 (図書、視覚聴覚教育資料、その他学校教育に必要な資料)を計画的に整

備する。

O 学校図書館の機能を充実させる。

。「読書センター」:児童生徒の読書活動、読書指導の場としての機能

。「学習センター|:児童生徒の学習活動を支援したり、授業の内容を豊かにし、その理解を

深めたりする機能

。「情報センター」:児童生徒や教職員の情報ニーズに対応したり、児童生徒の情報の収集 。

選択活用能力を育成したりする機能

④ 学校内の協力体制の整備

O 司書教諭・学校司書等を中心とした全職員で取り組む体制づくり

学校組織の中に学校図書館部等を位置付け、司書教諭や学校図書館担当職員が中心とな

り、学校司書等と連携 。協力して子どもの学習活動、読書活動を推進する。また、校内研修

等を通じ、教職員の意識や指導力の向上、学校図書館を活用した指導の充実等に努める。

(4)

①

O

○

県の具体的取組

発達段階に応じた取組

幼稚園・保育所等への働きかけ

県は、幼稚園・保育所等の視察や研修会等の機会を活用して、絵本コーナーの充実等、読

書環境の整備や家庭への絵本等の貸出を働きかけます。

「長崎県の子どもにすすめる本」の選定と広報

県は、選書の参考、読書目標の設定、家庭における読書活動との連携等、学校における工

夫ある読書活動の一助とするため、子ども向けの本の選定とそれらの周知を行い、読書の

きっかけ、読書の習慣付けを支援します。
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O 中・高校生を対象とした読書に親 しむきつかけづくり

県は、ビブジオバ トル大会の実施や、中。高生が同世代に薦める本の選定など、同世代に

読書の意義や楽しさを伝える取組を実施します。

O 司書教諭等を対象とした研修の充実

県は、新規発令司書教諭に対 し、司書教諭の基本的な役割を理解することを目的とした

研修会を実施します。また、図書館教育に携わる教職員等を対象とした、職員のさらなる

資質向上を図るための研修会を実施します。

O 市町教育委員会への働きかけ

県は「学校図書館図書整備等 5か年計画」に基づく、地方財政措置の市町における予算

化の働きかけに努めます。        (「 2 地域における読書活動の推進」に記載)

O 県立学校の学校司書の配置

県は県立学校の学校司書の配置に努力します。

② 関係者の連携の推進

○ 学校図書館の学習センター機能充実のための支援

県立図書館は、市町の公共図書館が学校図書館に対して行う図書資料の貸出が円滑に行

われるよう、市町立図書館にない図書の協力貸出を行います。

(「 2 地域における読書活動の推進」に記載)

○ 幼稚園 。保育所等教職員の資質向上

県は、幼稚園・保育所等教職員が、乳幼児期における読書活動の重要性の理解を深め、実

践力を高めるために、関係機関と連携し、キャリアに応じた研修を推進します。

O 地域における読書活動を推進する団体等の情報の提供

県は、学校が地域と連携して読書活動に取り組むことができるよう、地域で読書活動の

推進に関わる図書ボランティア団体等に関する情報を提供します。
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4 民間団体の活動に対する支援

(1) 推進の方向性

民間団体の活動は、子どもが読書に親 しむ様々な機会を提供するとともに、子どもの読書活動

に関する理解や関心を高めるなど、子どもの自主的な読書活動の推進に大きく寄与しています。

実際に、県内の様々な地域において、図書ボランティア等の民間団体が、子どもの読書活動を積

極的に支援しています。

これらの団体は、公共図書館や学校図書館などとの連携はできていますが、団体同士が横のつ

ながりを持ち、交流することで、それぞれの技能 。意識を向上させることが重要です。

図書ボランティアの資質の向上により、子どもの読書活動がさらに活性化することが望まれ

ます。

期待される取組

O 公共図書館や幼稚園等 。学校等と連携し、読み聞かせやブックトークなどの読書活動

に取り組む。

O 公民館等の教育施設と連携し、様々な場所で読書活動に取り組む。

○ 読書感想文コンクールや読書活動に係るイベント等、独自の取組を実施する。

○ 他の読書活動を推進するボランティア団体と連携して合同研修会を実施し、資質向上

や活動の場、機会を充実させる。

(2)

○

O

O

O

県の具体的取組

図書ボランティア等を対象とした研修会の実施

県は、図書ボランティア等の学び合いを目的とした研修会を実施し、読書活動を推進す

る人や団体の資質向上や情報共有、活動する場や機会の拡大を図り、読書活動の活性化を

支援します。

図書ボランティア等の取組の把握と情報提供

県は、図書ボランティア等の民間団体の活動状況について調査、情報収集を行い、その

内容をホームページ等を通じて提供します。

優れた取組の奨励

子どもの読書活動の推進において優れた取組を行つている団体等の情報を収集し、表彰

等の推薦を行います。

複数の民間団体が連携して自主的に行 う子どもの読書活動に係る研修会等の支援

県は、子どもの読書活動を推進する複数の団体が相互に学び合 うことによつて、読書活

動に関する資質の向上、活動の場や機会の拡大を推進するため、複数の図書ボランティア

等が連携して実施する研修会や、PTAと 民間団体等、異なる立場の団体が連携して行 う

研修会等を積極的に支援します。
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第 4章 主要な取組

1 「家族 10分間読書活動」の推進  (家庭〉

子どもがいる各家庭で、10分間程度時間を設け、家族が一緒に本を読んだり、読み聞か

せをしたりする活動を「家族 10分間読書運動」と位置付け、積極的な取組を推進します。

2 市町における「子ども読書活動推進計画」の策定率の増加  (地域)

各市町において、それぞれの地域の実態に応 じた地域における子 どもの読書希動の推進

に努めます。

3 「全校一斉読蕃活動」等の推進による本を読まない子どもの低減  (学校〉

公立小 。中 。高等学校において、 「朝の読書」など、「全校一斉読書活動」を推進するこ

とで本に親 しむ機会を確保 し、全国平均に比べて良好な成果を収めている現在の不読者率の

維持を目指します。

(目 標項目)

◎家庭における読み聞かせ (週 1回以

上)の実施率 幼児 (3～ 5歳 )

(2017年 度 )

72.4%
目標 (2023年度)

78%以上

(目 標項目)

◎市町における「子ども読書活動推進

計画」の策定率

(2017年 度 )

66.7%
(14市町〉

目標 (2023年 度 )

100%
(21市町〉

(目 標項 目)

◎児童生徒の不読者率 (1か月に

本 を 1冊 も読 まなかつた者 の

割合 )

(2017年 度 )

ガヽ : 0,3%
中 : 0.5%
高 :11.9%

目標 (2023年 度 )

1%以下を維持

1%以下を維持

12%以下を維持

小

中

高
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4 学校図書館等の機能を活用した授業の充実  (学校〉

公立小 。中学校において、計画的に学校図書館を活用するために「学校図書館教育全体計

画」の策定を促 します。

(目 標項目)

◎学校図書館教育全体計画の

策定率

(2017年 度 )

′Jヽ :100%
中 :78.7%

目標 (2023年度)

小 :100%
中 :100%

5 学校図書館資料の整備充実  〈学校〉

公立小 。中 。高等学校において、学校図書館の蔵書教が 「学校図書館図書標準」等に

よる標準冊数を満たすよう働きかけます。

6 図書ボランティアの活動の充実  (民間〉

図書ボランティア等に関する支援を行うことにより、図書ボランティアの活動の充実

を図ります。

(目 標項目)

◎ 「学校図書館図書標準」等に

よる目標蔵書数を満たす学校

の割合

(2016年 度)

/Jヽ :57.2%
中 :45.9%
局 :96.4%

目標 (2023年 度 )

小 : 70%
中 : 60%
高 :100%

(目 標項 目)

◎子 どもの読書活動の推進に

取 り組む民間ポランテ ィア

の数

(2017年 度 )

5,062名
目標 (2023年 度 )

5, 000名 以上を維持
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(資料 )

1 子どもの読書への関心を高める取組例

ここでは、子どもが読書活動を行 う場に注目して、「家庭」「地域」「学校」等で取り組ん

でいただきたい活動を掲載します。 (※ 読書活動を行 う場は 〈 )で示しています。)

O 家族 10分間読書運動 〈家庭〉

各家庭で 10分間程度時間を設け、家族が一緒に行 う読書活動として県が推進している運

動です。決まった形はなく、乳幼児期の読み聞かせ (読み語り)に始まり、子どもが読んで

家族で聞き合 う、同じ本を読んで感想を述べ合 う、新聞を読んで話し合 う等、子どもの成長

に合わせて、家族で楽しむことを目的とした読書活動です。

O 読書会 (学校・地域〉

数人で集まり本の感想を話し合う活動です。その場で同じ本を読む、事前に読んでくる、

一冊の本を順番に読む等、様々な方法があります。本の新たな魅力に気付き、より深い読書

につなぐことができる活動です。

(例)① 読書討論会 (座談会)…・1冊の本を読んで感想や意見を語り合います。

② 輪読会…同じ本や作品をその場で少しずつ)贋番に読み合い、感想や意見を簡単に述

べ合います。

③ 読書発表会…自分が読んだ本について紹介し、感想を述べます。

O ペア読書 く学校・地域〉

2人で読書を行 うものであり、家族、クラスや他の学年等、様々な単位で同じ一冊の本を

読み、感想や意見を交わす活動です。この取組により、本の内容についての理解を互いに補

い合い、深く掘り下げて読むことにつなぐことができます。

O プックトーク 〈学校・地域〉

相手に、本への興味が湧くような工夫を凝らしながら、あるテーマに沿つて本を紹介しま

す。子どもの発達段階に合わせて、紹介する本の冊数や子どもの人数を調整することも可能

です。テーマに沿つて様々な本に触れ、読書の幅を広げることができます。

O ス トージーテージング (学校・地域〉

語り手が昔話や創作された物語をすべて覚えて自分の言葉で語り聞かせ、聞き手が想像を

膨らませる活動です。本を介さず直接物語を聞くことで、語り手と聞き手が一体になつて楽

しむことができます。
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O 読書へのアニマシオン 〈学校・地域〉

読書へのアニマシオンとは、子どもたちの参力日により行われる読書指導のことであり、読

書の楽しさを伝え、自主的に読む力を引き出すために行われます。物語や詩の中に意図的に

間違いを入れて読み聞かせ、間違いを探させたり、あらすじについてのクイズを出題したり

する等、様々な手法があります。

O 知的書評合戦 (ビプリオバ トル) 〈学校 。地域〉

発表者が読んで面白いと思つた本を一人 5分程度で紹介し、その発表に関する意見交換を

2～ 3分程度行います。全ての発表が終了した後に、どの本が一番読みたくなったかを参力日

者の多数決で選ぶ活動です。

O 子ども同士の意見交換を通じて、一冊の本を「OO賞」として選ぶ取組 〈学校・地域〉

参加者が複数の同じ本を読み、評価の基準も含めて議論を行つた上で、一冊のお薦めの本

を決める活動です。複数の本を読み込み、共通の本について自身の考えで話し合 うことで、

自分と異なる視点を知り、自身の幅を広げることにもつながります。

O 読書の本 〈学校・地域〉

はじめに、模造紙などに描いた木の「幹」を図書館や廊下の壁などに貼り、読んだ本の書名

や読んだ感想などを書いた「葉」や「実」を貼つていきます。また、読んだ冊数によつて色の

異なる「葉」を波し、名前を記入して貼るといつた活用法もあります。

O 「子ども司書」「読書コンシェルジュ」等の活動 〈学校〉

図書館や読書活動について学び、お薦めの本を選定して紹介したり、同世代の子どもを対

象とした読書を広める企画を実施したりする子どもの活動です。自ら読書に関する理解を深

めるとともに、読書活動の推進役となり、同世代の子どもの読書のきっかけを作り出すもの

です。図書委員会の活動や部活動の図書部の活動等の一環として取り組むことが考えられま

す。

O 朝の読書 く学校〉

各学校等で、始業前の 10分間程度、子どもと教師が一斉に自分の好きな本を読む活動で

す。「みんなでやる、毎 日やる、好きな本でよい、ただ読むだけ」が4原則とされます。朝の

読書の時間が、貴重な読書活動の時間になつている子 どもがお り、学校の状況に応じ、工夫

を加えながら取 り組むことが期待されます。

O 魅力ある学校図書館づくり 〈学校〉

学校図書館は、自由な読書活動の場として、学びの場として、子どもの育ちを支える拠点

です。学校図書館が子どもの様々な興味・関心に応え、子どもと本との出会いがかなうよう、

本を整備 し、環境を整え、子どもが訪れたくなる魅力的な学校図書館づくりをすることが求

められます。
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2 長崎県公共図書館及び長崎県内大学図書館一覧  鮮成30年 9月 現在)

(1)長崎県公共図書館一覧

図書館名 郵便番号 住  所 電話番号

1 長崎県立長崎図書館 850-0007 長崎市立山 1丁 ロト51 095-826-5257

2 長崎市立図書館 850-0032 長崎市興善町 1-1 095-829-4946

3 長崎市香焼図書館 851-0310 長崎市香焼町 567 095-871-1438

4 佐世保市立図書館 857-0026 佐世保市宮地町 3-4 0956-22-5618

5 島原図書館 855-0086 島原市城内 1-1202 0957-64-4115

6 島原市有明図書館 859-1415 島原市有明町大三東戊 1382 0957-68-5808

7 諌早市立諌早図書館 854-0014 諫早市東小路町 6-30 0957-23-4946

8 諌早市立西諌早図書館 854-0074 諌早市山川町 1-3 0957-26-8607

9 諌早市立たらみ図書館 859-0406 諌早市多良見町木床 2002 0957-43-4611

10 諫早市立森山図書館 854-0202 諌早市森山町慶師野 1950-1 0957-35-2001

11 大村市立図書館 856-0881 大村市東本町 481 0957-52-2457

12 平戸市立平戸図書館 859-5121 平戸市岩の上町 14582 0950-22-4017

13 平戸市立永田記念図書館 859-5861 平戸市紐差町 6781 0950-28-0128

14 松浦市立図書館 859-4501 松浦市志佐町浦免 1483-1 0956-72-4677

15 松浦市立福島図書館 848-0403 松浦市福島町塩浜免 2993-88 0955-47-2006

16 対馬市立つしま図書館 817-0021 対馬市厳原町今屋敷 661-3 0920-52-3900

17 壱岐市立郷ノ浦図書館 811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触 490-9 0920-47-0255

18 壱岐市立石田図書館 811-5214 壱岐市石田町印通寺浦 471-2 0920-44-8800

19 五島市立図書館 853-0018 五島市池田町 1-5 0959-72-6900

20 西海市立西彼図書館 851-3305 西海市西彼町喰場郷 736 0959-37-0228
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図書館名 郵便番号 住  所 電話番号

21 西海市立大島図書館 857-2401 西海市大島町 1922-2 0959-37-0247

22 雲仙市図書館 859-1311 雲仙市国見町土黒甲 1079-1 0957-78-3977

23 南島原市有家図書館 859-2202 南島原市有家町山川 13卜 1 0957-73-6737

24 南島原市西有家図書館 859-2212 南島原市西有家町須)I149許 3 0957-73-6747

25 南島原市原城図書館 859-2412 南島原市南有馬町乙 1314-1 0957-73-6767

26 南島原市日之津図書館 859-2504 南島原市日之津町丙 2092-1 0957-73-6777

27 南島原市加津佐図書館 859-2601 南島原市加津佐町己 3392 0957-73-6787

28 南島原市深江図書館 859-1504 南島原市深江町丁 2260 0957-73-6717

29 長与町図書館 851-2128 西彼杵郡長与町嬉里郷 686 095-883-1799

30 時津町立時津図書館 851-2105 西彼杵郡時津町浦郷 3114 095-882-4436

31 波佐見町図書館 859-3701 東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷 2064 0956-85-2034

32 小値賀町立図書館 857-4701 北松浦郡小値賀町笛吹郷 24613 0959-56-2711

38 佐々町立図書館 857-0341 北松浦郡佐々町羽須和免 83辟 1 0956-41-1800

34 新上五島町立中央図書館 857-4211 南松浦郡新上五島町有チ|1郷 73許 1 0959-42-3309

35 新上五島町立奈良尾図書館 853-3101 南松浦郡新上五島町奈良尾郷 334-2 0959-44-1111

86
新上五島町立中央図書館若

松分館
853-2301 南松浦郡新上五島町若松郷 277-7 0959-46-3116

37
新上五島町立中央図書館上

五島分館
857-4404 南松浦郡新上五島町青方郷 1549-6 0959-52-2298

38
新上五島町立中央図書館新

魚目分館
857-4512 南松浦郡新上五島町榎津郷 401 0959-54-1111
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(2)長崎県内大学図書館一覧

図書館名 郵便番号 住  所 電話番号

1 長崎大学附属図書館 852-8521 長崎市文教町 1-14 095-819-2193

2
長崎県立大学佐世保校附属

図書館
858-8580 佐世保市川下町 123 0956-47-5958

3
長崎県立大学シーボル ト校

附属図書館
851-2195

西彼杵郡長与町まなび野

1丁 目1-1
095-813-5075

4
長崎総合科学大学附属図書

館
851-0198 長崎市網場町 536 095-888-5140

5 活水女子大学図書館 850-8515 長崎市東山手町 1-50 095-820-6028

6
長崎純心大学早坂記念図書

館
852-8558 長崎市三ツ山町 235 095-846-0084

7 長崎国際大学図書館 859-3298
佐世保市ハ ウステンボス町

2825-7
0956-20-5560

8
長崎外国語大学

教育研究メディアセンター
851-2196 長崎市横尾 3-15-1 095-840-2005

9
長崎ウエスレヤン大学附属

図書館
854-0082 諫早市西栄田町 1212-1 0957-26-8203

10 長崎女子短期大学図書館 850-8512 長崎市弥生町 19-1 095-826-5344

11 長崎短期大学図書館 858-0925 佐世保市椎木町600 0956-47-5566

12
佐世保工業高等専門学校図

書館
857-1193 佐世保市沖新町 1-1 0956-34-8408
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